
☆新型コロナウイルス感染症・インフルエンザによる出席停止手続きを御確認ください☆ 

 
１ 医療機関で新型コロナウイルス感染症またはインフルエンザと診断された場合、学校に連絡する。 

２ 保護者は出席停止期間中、「別紙 

新型コロナウイルス・インフルエンザ経

過報告書」を記入する。医療機関で記

入する箇所はなし。 

※様式は学校から配布したもの、また

はホームページからダウンロード可能。 

① コロナ・インフルエンザ共通発症

した日（熱が出始めた日）が０日

目。その後５日間（計６日間）は最

低でも登校できない。 

→太線の日にちまでは自宅療養する。 

②コロナの場合 

①かつ、症状が

軽快した日を

０日目として、

症状軽快後１

日経過してか

ら登校できる。 

３ 症状が回復し、出席停止期間を満たした場合、再登校の前に学校に連絡する。事前に担任と

本人の体調や出席停止期間について確認する。 

症状回復後の医療機関の受診は不要です。御家庭での健康観察が重要となりますので、御協力

をお願いします。 

 

出席停止期間の基準 

① と②または③の両方の条件を満たしていることが必要。 

４ 確認後、「別紙 新型コロナウイルス・インフルエンザ経過報告書」を持って登校する。 

③インフルエンザ

の場合 

①かつ、解熱した

日を０日目とし

て、２日間熱がな

ければ、３日目か

ら登校できる。 

最低この日までは登校できない。 


